
 

議案第１１号  

 

交野市職員旅費条例の一部を改正する条例について  

 

 交野市職員旅費条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和７年２月２１日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行い

たいため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

交野市職員旅費条例の一部を改正する条例案  

   交野市職員旅費条例の一部を改正する条例  

 

 交野市職員旅費条例（昭和３０年条例第２１号）の一部を次のように改正する。  

題名の次に次の目次を付する。  

目次  

第１章 総則（第１条―第５条）  

第２章 交通費（第６条―第９条）  

第３章 宿泊費等（第１０条―第１２条）  

第４章 退職者等の旅費等（第１３条・第１４条）  

第５章 外国旅行の旅費（第１５条）  

第６章 雑則（第１６条―第２０条）  

附則  

 第２条を削る。  

 第１条に見出しとして「（旅費の支給）」を付し、同条中「（昭和２５年法律第２６１

号）」及び「、別表に掲げる」を削り、同条を第２条とし、第１章中同条の前に次の１条

を加える。  

（趣旨）  

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項及び地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づき、公務のため旅

行する職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。  

 第３条に見出しとして「（旅費の計算）」を付し、同条中「鉄道賃、船賃、航空賃、車

賃、日当、宿泊料とし」を「旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章及び第３

章に定める種目及び内容に基づき」に、「により支給」を「によつて計算」に改め、同条

ただし書中「によつて」を「により」に、「による」を「によつて計算する」に改める。  

 第４条及び第５条を次のように改める。  

（旅費の種目及び内容）  

第４条 前条に規定する旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、

包括宿泊費及び宿泊手当とし、これらの内容については、次章及び第３章の定めるとこ



 

ろによる。  

第５条 削除  

 第２章及び第３章を次のように改める。  

第２章 交通費  

（鉄道賃）  

第６条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規定す

る鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第７６号）第１条第１項に規

定する軌道その他規則で定めるものをいう。第９条において同じ。）を利用する移動に

要する費用とし、その額は、別表に掲げる運賃、急行料金、座席指定料金、特別車両料

金及び付随費用の額の合計額とする。  

（船賃）  

第７条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第２項に規定す

る船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。第９条及び別表にお

いて同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、別表に掲げる運賃、座席指

定料金、特別船室料金及び付随費用の額の合計額とする。  

（航空賃）  

第８条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１８項に規定

する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次条及び別表に

おいて同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、別表に掲げる運賃、座席

指定料金及び付随費用の額の合計額とする。  

（その他の交通費）  

第９条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用であ

つて次に掲げるもの（第２号及び第３号に掲げる費用は、公務のため特に必要とするも

のに限る。）及び別表に掲げる付随費用とし、その額は、同表に掲げるとおりとする。  

⑴ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般乗合旅客自

動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うもの

に限る。）の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃  

⑵ 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動

車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）を利用する移



 

動に要する運賃  

⑶ 前２号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第８０条第１項の許可を受け

て業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用  

第３章 宿泊費等  

（宿泊費）  

第１０条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表に掲げる額（次条

及び別表において「宿泊費基準額」という。）とする。ただし、当該宿泊に係る特別な

事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。  

（包括宿泊費）  

第１１条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、

その額は、当該移動に係る前章及び別表の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿

泊費基準額の合計額とする。  

（宿泊手当）  

第１２条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額

は、別表に掲げる１夜当たりの定額とする。ただし、規則で定める場合にあつては、当

該定額を基準として規則で定めるところにより計算した額とし、又は支給しない。  

 「第４章 解職及び退職者の旅費」を「第４章 退職者等の旅費等」に改める。  

 第１３条を次のように改める。  

第１３条 職員が旅行中に退職、免職（解職を含む。）、失職又は休職（以下この条にお

いて「退職等」という。）となつた場合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を

除く。）には、その者に対し、前職の旅費に準じて旅費を支給する。ただし、その者が

地方公務員法第１６条各号若しくは第２９条第１項各号に掲げる事由又はこれらに準ず

る事由により退職等となつたときは、この限りでない。  

 第１４条中「事務引継又は」を「職員が退職した場合において、事務引継その他」に改

め、「退職者に」を削り、「前職相当の」を「その者に対し、前職の旅費に準じて」に改

める。  

 第１５条中「本市の」を削る。  

 第１６条の前に見出しとして「（旅費の調整等）」を付し、同条中「国府県又は他の公

共団体等より旅費の支弁」を「職員が本市以外の者から旅費の支給」に、「本条例」を「こ



 

の条例」に改める。  

 第１７条を次のように改める。  

第１７条 出張等の命令を受け旅費の支給を受けることができる者が、旅行命令の変更（取

消しを含む。第３号において同じ。）を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場

合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要

する金額で次の各号に掲げるものを旅費として支給することができる。  

⑴ 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、別表に掲げる各費用につい

て、第３条、第２章及び同表の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻

手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続を

とつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか

少ない額の合計額  

⑵ 宿泊費及び包括宿泊費については、当該各種目について第３条、第１０条及び第１

１条並びに別表の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつた

にもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもか

かわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合

計額  

⑶ 前２号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更その他この条に規定す

る事由の発生に伴い支給する必要があるものとして任命権者が認めた額  

 第１８条中「第１条による別表旅費額」を「第６条、第７条、第１０条、第１１条及び

別表」に、「車賃及び宿泊料」を「宿泊費及び包括宿泊費」に改める。  

第１９条に見出しとして「（委任）」を付し、同条中「定める外」を「定めるもののほ

か」に、「市長が」を「規則で」に改め、同条を第２０条とし、第１８条の次に次の１条

を加える。  

（旅費の支給額の上限）  

第１９条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、別表に掲げ

る各費用について、第３条、第２章及び同表の規定により計算した額と現に支払つた額

を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。  

２ 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について、第３条、第１０

条及び第１１条並びに別表の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各



 

種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。  

別表を次のように改める。  

別表  

区分  

 

 

 

 

 

職員  

運賃  第９条

各号に

掲げる

費用  

宿泊費

基準額

（１夜

につき）

宿泊手

当（１夜

につき）

鉄道賃  船賃  航空賃  

運賃の

等級を

２階級

に区分

する線

路の場

合  

運賃の

等級を

設けな

い線路

の場合  

運賃の

等級を

３階級、

４階級

に区分

する航

路の場

合  

運賃の

等級を

２階級

に区分

する航

路の場

合  

運賃の

等級を

設けな

い航路

の場合  

特別職

（市

長・副市

長）  

上級の

運賃  

実費  １等の

運賃  

上級の

運賃  

実費  実費  実費  １５，０

００円  

２，４０

０円  

係長級

以上の

職  

同上  同上  同上  同上  同上  同上  同上  １２，５

００円  

同上  

その他

の職員  

下級の

運賃  

同上  ２等の

運賃  

下級の

運賃  

同上  同上  同上  １１，５

００円  

同上  

急行料

金  

職員が、運賃に加えて別に急行料金を徴する客車を運行する線路による旅行を

する場合において、公務のため特に必要であるときにその実費を支給すること

ができる。  

座席指

定料金  

職員が、運賃に加えて別に座席指定料金を徴する客車を運行する線路、船舶を

運行する航路又は航空機を運行する航空路による旅行をする場合において、公

務のため特に必要であるときにその実費を支給することができる。  



 

特別車

両料金  

特別職及び係長級以上の職員が、運賃に加えて別に特別車両料金を徴する客車

を運行する線路による旅行をする場合において、公務のため特に必要であると

きにその実費を支給することができる。  

特別船

室料金  

特別職及び係長級以上の職員が、運賃に加えて別に特別船室料金を徴する船舶

を運行する航路による旅行をする場合において、公務のため特に必要であると

きにその実費を支給することができる。  

付随費

用  

職員が付随費用を支払う場合において、公務のため特に必要であるときにその

実費を支給することができる。  

備考 付随費用とは、鉄道賃、船賃及び航空賃については、運賃に加えて別に支払う費

用であつて、運賃、急行料金、座席指定料金、特別車両料金又は特別船室料金に付随

するものをいい、その他の交通費については、第９条各号に掲げる費用に付随する費

用をいう。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の交野市職員旅費条例（以下「新条例」という。）の規定は、この条例の施行

の日（以下この項及び次項において「施行日」という。）以後に任命権者が旅行命令を

発する旅行について適用し、施行日前に任命権者が旅行命令を発した旅行については、

なお従前の例による。ただし、施行日前に任命権者が旅行命令を発し、かつ、施行日以

後に任命権者が当該旅行命令を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行の

うち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の

日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。  

３ 新条例第１３条の規定は、施行日以後に退職、免職（解職を含む。）、失職又は休職

（以下この項において「退職等」という。）となった場合について適用し、施行日前に

退職等となった場合については、なお従前の例による。  

４ 新条例第１７条の規定は、同条に規定する者が新条例の規定により旅費の支給を受け

ることができる場合について適用し、改正前の交野市職員旅費条例の規定により旅費の



 

支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。  

（委任）  

５ 附則第２項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措

置は、規則で定める。  


